
博物館関連支援予算（令和５年度予算額案）一覧

７．国立アイヌ民族博物館の運営等

令和2年7月に開館した国立アイヌ民族博物館（ウポポイ）の管理運営費
を計上。年間来場者数100万人の達成を目標。アイヌ施策推進法に基づくア
イヌ文化振興事業への支援。

1,624百万円

５．国民文化祭を契機とした三の丸尚蔵館の地方展開
「国民文化祭」開催地の博物館・美術館等において、
三の丸尚蔵館収蔵品を中心とした国等が有する貴重な文化財を紹介する展覧
会を開催するための費用（作品輸送、保険、リーフレット印刷）等を支援。

8百万円

６．被災ミュージアム再興事業

東日本大震災で被災した博物館資料の修理への支援

210百万円

１．博物館機能強化推進事業

① Innovate MUSEUM 事業
・Museum DXの推進（新規）
博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開・発信や、博物館にお

ける業務のDX化に効果的に取り組む館の事業を支援し、デジタル化された
データの活用や業務フローの効率化を図る。

・特色ある博物館の取組支援
これからの博物館が新たに求められる社会的・地域的な課題（地方創生、

都市再生、人口減少、社会包摂等）への対応に先進的に取組む事業を支援
し、その内製化と横展開を目指す。

439百万円

344百万円

② 新制度におけるミュージアム応援事業
博物館法の改正を踏まえ、（１）新たな登録制度の価値を高めるための

積極的なプロモーション、（２）博物館活動の質を高めるための体制整備、
（３）博物館人材育成・質の向上に資する研修 等について実施。

95百万円

２．文化観光拠点施設を中核とした地域における
文化観光推進事業

文化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を生み出すことを目的と
する「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する
法律」に基づく拠点計画及び地域計画の実施等のための事業について支援。

1,875百万円

３．アートエコシステム基盤形成促進事業
美術品の管理適正化のためのシステム開発事業
市場に流通する美術品等の取引履歴（トレーサビリティ）の確保
や、美術館・博物館における美術品・文化財の管理適正化を図る。

22百万円
46百万円

８．国立文化施設の機能強化・整備

独立行政法人国立科学博物館運営費交付金 2,840百万円
独立行政法人国立美術館運営費交付金 7,739百万円
独立行政法人国立美術館施設整備費 400百万円
独立行政法人国立文化財機構運営費交付金 9,577百万円の内数

20,556百万円の内数

４．

文化庁や国立博物館等が所蔵する地域ゆかりの文化財の地方博物館での
展覧会を支援（日本博予算の一部を活用）。

2,306百万円の内数

※旅客税財源を活用

資料３
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博物館機能強化推進事業 令和5年度予算額（案） 439百万円
（前年度予算額 424百万円 ）

令和4年4月、博物館法（昭和26年法律第285号）がおよそ70年ぶりに大幅に改正され、資料のデジタル・アーカイブ化などの博物館の新たな業務が付加されるとともに、
地域の活力向上のために関係機関と連携することなど、博物館の新たな役割が規定されることとなった。新たな法の趣旨を実現するためには、博物館が資料のデジタル・アーカ
イブ化や自身のDXの取組を積極的に進めつつ、文化芸術の価値を活かしながら、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野において、中核としての役
割を果たす存在となる必要がある。この観点から、特に、5年間の経過措置期間（令和9年度まで）を集中期間として、博物館の資金・人材・施設等の基盤を強化し、特色
ある取組を全国各地で推進する。 ※博物館には、美術館、科学館、動物園、水族館等が含まれる。

背景・課題

法改正を踏まえ、博物館のデジタル・アーカイブ化の取組や地域に貢献する特色ある取組を支援するとともに、新たな制度が効果的に運用されるような基盤の整備を図る。
事業内容

（２）新制度におけるミュージアム応援事業
博物館法の改正を踏まえて、①新たな登録制度の価値を高めるための積極的なプロモーション、②博物館活動の質を高めるための体制整備、③博物館人材養成・質の向上に資する研修等の

実施など、博物館の活動を後押しする基盤を構築する。
 件数 ・ 単価：①新たな登録制度の価値を高めるための積極的なプロモーション ２件×１０百万円（組織改革・専門人材育成プログラムの開発・実証等）

②博物館活動の質を高めるための体制整備 １件×１８百万円（新制度に伴う相談業務等）
③博物館人材養成・質の向上に資する研修等の実施 ５０百万円（学芸員の在外派遣、海外キュレーターの招へい方策の検討等） 他

事 業 期 間： 令和4年度～

博物館界全体に、課題解決に向けた地域等との
連携や新たな価値創出の取組が浸透することで
広く国民に博物館の社会的価値が認知される、

博物館への官民からの更なる支援につながり、
博物館の活動基盤が強化されることで、博物館
がより充実したサービスを国民に提供し、もっ
て国民の教養や創造活動に資することができる
ようになる「好循環」が形成される。

初期（令和７年頃）
事業による取組への支援と横展開、博物館職員への研修を

通じ、地域の主体や博物館同士の連携による課題解決や価値
創出に取り組む博物館が増加。（達成度50％）
中期（令和10年頃）

登録博物館及び指定施設での取組の浸透。（達成度100％）
長期（令和15年頃）
登録・指定館が増加するとともに取組がさらに多くの館園に
広がる。

 支援した博物館による課題解決や博物館の新たな価値創
出の取組の数

 博物館人材養成・質の向上に資する研修等に参加する数

アウトプット(活動目標） アウトカム(成果目標)

令和４年 令和５年 令和６年

50 35 35

令和４年 令和５年 令和６年

430 430 430

インパクト(国民・社会への影響）

（１）Ｉｎｎｏｖａｔｅ ＭＵＳＥＵＭ事業
① Museum DXの推進（新規）令和5年度予算額案：１００百万円
博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開・発信及び、博物館における業務のDXに効果

的に取り組む館の事業を支援し、デジタル化されたデータの活用や業務フローの効率化を図る。
 件数 ・ 単価：５件 × ２０百万円
 事 業 期 間： 令和5年度～

② 特色ある博物館の取組支援 令和5年度予算額案：２００百万円
これからの博物館が新たに求められる社会的・地域的な課題（地方創生、都市再生、人口減

少、社会包摂等）への対応に先進的に取組む事業を支援し、その内製化と横展開を目指す。
 件数 ・ 単価：①単館型 ２５件 × ４百万円

②ネットワーク型 ５件 × ２０百万円
 事 業 期 間： 令和4年度～
※令和4年度事業で支援を受けた課題についても、事業成果を審査の上で継続を認める

特色ある博物館の取組支援Museum DXの推進

博物
館

デジタル化
による業務
フローの効
率化

館同士の情報
の共有化によ
る連携協力

オンライン
での公開に
よる利活用
促進

デジタルコンテン
ツの開発による魅
力発信と交流

資料情報のデジタル化
＝デジタル・アーカイブ(DA)化

活用の目的に合わせたDA化

専門家・DA事業者
の協力

事務局

文化
庁

事務局

文化
庁

委
託

委
託

補
助

補
助補

助

 採択事業や類似のDAの取組について、事業期間を通
じ、事務局がDAの整備の在り方と活用の成果を調査

 報告書にとりまとめ取組の普及を図る

 博物館が複数館で連携しDAを整
備する取組を支援

 館は必要に応じ、大学等の専門
家や民間事業者の協力を得る

 採択事業や類似の地域連携やネットワーク化の取組について、事業期間を通じ、
事務局がその成果を調査

 報告書にとりまとめ取組の普及を図る

 博物館が地域の多様な
主体と連携して行う課
題解決の取組を支援

 博物館が同士が広域に連携して行う
課題解決に向けた取り組みを支援

 支援対象は登録博物館・指定施設又
はそうした館を含む連携組織に限る

多文化共生に向けた解
説・展示の改善の取組

地域の文化資源の異分野、産業
との連携による新たな価値の創

出

社会的処方への活用、回想
法等福祉分野での貢献

地域の文化資源・自然
資源の保存・活用によ
る地域の活性化

学校教育との連携
博物館人材の高度化に
向けた共同研修・交流
専門人材の共有化
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令和5年度 Innovate Museum事業 令和5年度予算額（案） 344百万円

（前年度予算額 319百万円 ）

 博物館同士や多様な機関との組織連携・ネットワークの形成を通じた資源
投入や人材確保、人材・ノウハウ・情報等の共有による単館では解決が難
しい課題の解決への取組を支援

 広域的又は多様な機関等が協働するために、自治体の枠を超えて複数の博
物館やその他の団体が連携（学芸員の研修、人事交流など）

 中核館が事業に参画する連携館への資源の共有を行い、連携館を牽引

【取組の例】
ア 単独の博物館（特に小規模館）では

実現が困難な課題への広域的な対応
イ 広域的な人材交流や連携活動を通じた

職員の資質向上や資料価値の磨き上げ
ウ 国際的ネットワークの組織的構築による課題対応
エ 災害対応・防災等に当たって博物館資料を保全するための対応
オ デジタル技術等の先端技術を用いた地域コミュニティと

コミュニケーションを図り、教育、楽しみ、考察と知識共有する新たな取組
カ 地域の文化財や文化・自然資源の保存・活用を通じたまちづくり・地域活性化の取組

 博物館が社会や地域における様々な課題に向き合い、解決に向かう先進的
な取組（課題解決のために必要な人材確保やアウトリーチ活動を含む。）
を支援

 博物館とまちづくりや福祉、教育、国際交流、観光、産業、環境などの関
連団体、関係者との連携が必須

【取組の例】
ア 地域の人口減少・過疎化・高齢化に対応した取組
イ 社会包摂やアクセス可能性を促進する取組
ウ 多様性や持続可能性を促進する取組
エ 地域の文化・自然・資源を生かした

地域活性化に資する取組
オ デジタル技術等の先進技術を用いた地域コミュニティと

コミュニケーションを図り、教育、楽しみ、考察と知識共有する新たな取組

単館型 ネットワーク形成型

② 特色ある博物館の取組支援

 博物館法がおよそ70年ぶりに大幅改正され、資料のデジタル・アーカイブの作成と公
開など博物館の新たな事業が追加されるとともに、地域の活力向上のために関係機関
と連携することなど、博物館の新たな役割が規定

 博物館資料のデジタル・アーカイブ化は、国内外への成果の還元、文化観光など様々
な面から意義があり、コロナ禍においてその必要性が改めて認識され推進が必要。

 博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開・発信及び、博物館における業務の
DXに効果的に取り組む館の事業を支援し、デジタル化されたデータを活用して所蔵資
料の魅力発信や利活用を促進し、地域の社会課題解決や創造活動の促進を図る。また、
館の業務フローの共有を図り業務運営の効率化やサービスの向上を行う

【取組の例】
ア 収蔵品データベースの作成を含む、博物館資料のデジタル・アーカイブ化を推進し、

公開・発信する取組
イ 学芸員等の博物館専門職員等に対する博物館ＤＸに関する人材育成・研修を含む、

業務のＤＸによる学芸員の業務負担軽減を図る取組

① Museum DXの推進（新規）

Museum DXの推進

博物
館
中核
館

デジタル
化による
業務フ
ローの効
率化

館同士の情
報の共有化
による連携
協力

オンライ
ンでの公
開による
利活用促
進

デジタルコン
テンツの開発
による魅力発
信と交流

資料情報のデジタル化
＝デジタル・アーカイブ(DA)

化活用の目的に合わせたDA
化

専門家・DA事業者
の協力

実行委員会

文化
庁

補助

 学芸員のデジタルス
キル向上のため、DX
に関する人材育成・
研修を実施する

 DAした資料について
は、デジタルデータ
のプラットフォーム
に公開し、博物館が
持つ資源をより効果
的に「分かち合う」

 博物館が複数館（団体）で連携しDAを整備する取組を支援
 館は必要に応じ、大学等の専門家や民間事業者の協力を得る

連携・協力

学芸員のデジタルスキル向上研修
も実施



博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)による、新たな登録制度の見直し(令和5年
4月施行)を踏まえ、博物館に期待される新たな役割が確実に果たされるよう、
・これまで認められていた登録博物館に対する地方税法上の優遇措置を継続するとともに、
・民間の会社などが設置する登録博物館に対する事業所税の優遇措置を拡充。

新たな登録基準を満たした博物館の税負担を軽減すること
により、
・国民の博物館資源へのアクセス向上
・設置主体によらない博物館の安定的な運営
・民間の会社が基準を満たそうと努力することによる博物
館の質の向上
等の効果が生じ、国民の教育、学術及び文化の振興に資す
ることが期待

【博物館法の改正に伴う税制上の優遇措置の拡充等】 〔事業所税等〕

内 容

【事業所税の優遇措置の拡充について】

○ 現行制度上の登録博物館が、公益性を有する施設として、設置主体を限定されずに事業所税
の用途非課税の対象とされていることに鑑み、法改正による新たな登録基準を満たした民間の会
社などが設置する登録博物館（一般・公益法人、宗教法人以外の博物館）について、対象範囲を
拡大（地方税法第701条の34第3項第3号）

（事業所税の概要）
事業所税は、人口30万以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市行政サービスと
所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行うものに対して課する目的税
‣対象：事業所床面積（資産割）＋従業者給与総額（従業者割）
‣東京都・政令指定都市・人口３０万以上の市など（合計７７団体）
‣税率：事業所床面積 ６００円/㎡ 従業者給与総額の０.２５％

背景・現状

・民間企業等により設置される博物館が増加
・改正博物館法では、いかなる法人が設置した博物館
であっても、公的な使命を果たす登録博物館となり
うることを規定
・改正法の趣旨を踏まえ、設置主体によらず、博物館
法の本来の目的・使命に基づき、多様な博物館資源
への国民のアクセス向上や、安定的運営の確保、学
芸員の配置による質の向上を図る。

目標・効果

４



博物館に係る地方税の優遇措置の状況

優遇措置のある税目

登録

指定施設
公立

私立

公益法人 宗教法人 一般社団・
財団法人

民間の会社
など※

法人住民税の非課税 － ○

固定資産税の非課税 － ○ ○

都市計画税の非課税 － ○ ○

不動産取得税の非課税 － ○ ○

事業所税の非課税 － ○ ○ ○ ◎

※は学校法人等の場合は、別に、保有する固定資産等に対して非課税措置。
○は優遇措置が継続される法人。◎は今回拡充部分。ーはそもそも公立なので非課税。 ５



令和５年度文教施設関係地方財政措置予定（主要事項）

改正博物館法関連＜抜粋＞

文化芸術立国の実現

【単独事業】
◇博物館の登録に関する経費【新規】
令和５年４月の改正博物館法の施行によって、博物館の登録制度や博物館に求め
られる役割が大幅に改められ、博物館登録において、新たに学識経験者への意見
聴取を導入するための経費について措置。

＜普通交付税＞

６
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